
                                    

 

 

 

 

 

 
 

報道関係者 各位 

 

「石川県特定（産業別）最低賃金」を改正します 
 ― 業務改善助成金・キャリアアップ助成金の活用を！－ 

 
 石川労働局（局長 八木

や ぎ

 健一
けんいち

）は、10月５日に発効した石川県最低賃金（時

間額 984円）よりも高い水準で設定される「石川県特定（産業別）最低賃金」の

改正について、11月 26日までの官報に公示します。 

改正後の石川県特定（産業別）最低賃金は、時間額 994円～1,040円となり、

令和６年 12月 31日から発効します。詳細は【資料１】をご覧ください。 

 

石川労働局では、改正後の石川県特定（産業別）最低賃金について、県内の対

象となる産業の事業場・労働者に広く周知し、履行確保を図っていきます。事業

者には、賃金引上げに活用できる「業務改善助成金」・「キャリアップ助成金」等

【資料２～４】を周知します。 

また、11 月 26 日（火）から効力発生日の 12 月 31 日（火）までを「石川県特

定最低賃金集中周知期間」として以下の取組を行います。 
 
 

 【周知強化期間の主な取組】 

○ 関係団体に対する労働局長による要請 

・日本労働組合総連合会 石川県連合会 会長への要請 

11月 26日(火) 9：15～（於：石川県勤労者福祉文化会館 6階 連合会事務所） 

・一般社団法人 石川県経営者協会 会長への要請 

11月 26日(火)10：15～（於：金沢商工会議所会館 3階 協会事務所） 

※ 要請場面の取材（カメラ入り含め）が可能です。令和６年 11月 25日(月) 

16時までに上記照会先へご連絡ください。 

上記を含め、県内使用者団体、石川県社会保険労務士会など、計７団体へ労働

局長が訪問し、要請・意見交換します。 

○ 広報誌への掲載やリーフレットの配架などの協力を要請 
 

※ 業務改善助成金については、石川労働局雇用環境・均等室(076-265-4429)、 

キャリアアップ助成金は、石川労働局職業安定部職業対策課（076-265-4428） 

までお問合せください。 

石 川 労 働 局 発 表 

令和６年 1１月 20 日（水） 

） 

【照会先】 

石川労働局労働基準部賃金室 

室  長  南出  清一 

室長補佐  石間 康時士 

電  話   076（265）4425 
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石川県内の左記特定産業の基幹的労働者に

適用されます。

(適用される業種は裏面をご参照ください )

石川県内の最低賃金
最低賃金より低い賃金で

労働者を使用することはできません。
●最低賃金は、パート・アルバイト等雇用形態に関係なく適用されます。
●また、労使が最低賃金未満で働くことに合意していたとしても無効となり、
適用される最低賃金額で労働契約したものとみなされます。

石川労働局広報キャラクター
「こうホウ」

◇地域別最低賃金（すべての労働者に適用されます）

最 低 賃 金 の 名 称 時 間 額 適 用 労 働 者

984石川県最低賃金
年齢や正社員、契約社員、パート、学生ア

ルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にか

かわらず、すべての労働者に適用されます

○上記のほか、石川県の区域には「石川県綿紡績、化学繊維紡績、毛紡績、その他の紡績、染色整理、綱、漁網、網地製造業最低賃金」が定められ

ていますが、石川県最低賃金が適用されるため、時間額984円以上支払う必要があります。

◇特定最低賃金（特定の産業で働く基幹的労働者に適用されます）

最 低 賃 金 の 名 称 時 間 額 適 用 労 働 者

一般機械
※適用されない労働者

石川県金属素形材製品、ボルト・ナット・リ

ベット・小ねじ・木ねじ等、その他の金属製

品、はん用機械器具、生産用機械器具、

発電用・送電用・配電用電気機械器具、

産業用電気機械器具製造業最低賃金

石川県自動車・同附属品、

自転車・同部分品製造業最低賃金

石川県電子部品・デバイス・電子回路、

民生用電気機械器具、電子応用装置、

情報通信機械器具製造業最低賃金

石川県百貨店、総合スーパーマーケット
最低賃金

自動車

電気機械

百貨店

No.

１

２

３

４

改正発効日 令和6年12月31日

① 18歳未満又は65歳以上の者
② 雇入れ後６月未満の者であって、

技能習得中のもの
③ 清掃又は片付けの業務に主として

従事する者

④ 手作業により又は手工具、小型手
持動力機若しくは操作が容易な小型
機械を用いて行う包装、袋詰め、箱詰
め、洗浄、バリ取り、巻線、組線、かし
め、穴あけ又は取付けの業務（これら
の業務のうち流れ作業の中で行う業
務を除く。）に主として従事する者

④ 手作業により又は手工具、小型手
持動力機若しくは操作が容易な小型
機械を用いて行う巻線、組線、かしめ、
取付け、包装又は箱詰めの業務

（これらの業務のうち流れ作業の中
で行う業務を除く。）に主として従事
する者

改正発効日 令和6年10月5日

➣最低賃金に関するお問い合わせ先
…労働基準部賃金室（☎076-265-4425）または 最寄りの労働基準監督署

最低賃金のリーフレット等の
資料はこちら▷

円

1,040
円

1,040
円

1,008
円

994
円

【№1 ～ №4 各特定最低賃金】

【№1 一般機械、№2 自動車】

【№3 電気機械】


フリーテキスト
【資料１】



№ 適用業種（日本標準産業分類による）

１

①金属素形材製品製造業（粉末や金製品製造業を除く）

②ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

③その他の金属製品製造業（打ちはく製造業を除く）

④ポンプ・圧縮機器製造業

⑤一般産業用機械・装置製造業（細分類が不詳なものも含む）（家庭用エレベータ製造業、冷凍機・温湿調整装置製造業を除く）

⑥その他のはん用機械・同部分品製造業

⑦農業用機械器具製造業（農業用器具を除く）のうち細分類が不詳なもの

⑧農業用トラクタ製造業

⑨建設機械・鉱山機械製造業（細分類が不詳なものも含む）（建設用ショベルトラック製造業を除く）

⑩繊維機械製造業（細分類が不詳なものも含む）（工業用・家庭用ミシン製造業、毛糸手編機械製造業（同附属品製造業を含む)

を除く）

⑪生活関連産業用機械製造業

⑫基礎素材産業用機械製造業

⑬金属加工機械製造業

⑭半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業

⑮その他の生産用機械・同部分品製造業

⑯発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業

⑰産業用電気機械器具製造業（車両用電気配線装置製造業を除く）

⑱①～⑰の産業において管理、補助的経済活動を行う事業所

⑲純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が①から⑰に掲げる産業に分類されるものに限る。）

２

①自動車・同附属品製造業

②自転車・同部分品製造業

③前記の産業において管理、補助的経済活動を行う事業所

④純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が前記①又は②に掲げる産業に分類されるものに限る。）

３

①電子デバイス製造業

②電子部品製造業

③記録メディア製造業

④電子回路製造業

⑤ユニット部品製造業

⑥その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業

⑦民生用電気機械器具製造業

⑧電子応用装置製造業

⑨通信機械器具・同関連機械器具製造業

⑩映像・音響機械器具製造業

⑪電子計算機・同附属装置製造業

⑫①から⑪の産業において管理、補助的経済活動を行う事業所

⑬純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が①から⑪に掲げる産業に分類されるものに限る。）

４
①百貨店
②総合スーパーマーケット
③前記の産業において管理、補助的経済活動を行う事業所
④純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が前記①又は②に掲げる産業に分類されるものに限る。）

特定最低賃金が適用される業種

◇「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」、「断続的労働に従事する者」など一定の要件を満たすものは、労働局長による

最低賃金の減額特例許可を受けた場合、適用される石川県最低賃金、特定最低賃金を減額して支払うことが認められます。

◇複数の最低賃金が適用される場合は、金額の最も高いものが適用されます。

◇派遣労働者は、派遣先事業場に適用される地域別又は特定最低賃金が適用されます。

◇最低賃金の時間額と月給を比較する場合は、月給額を１か月の平均所定労働時間で除してください。

◇最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的なものに限られます。具体的には、次の賃金は除外されます。

（１）精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

（２）臨時に支払われる賃金（結婚手当等）

（３）１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与等）

（４）時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金

この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化と

▶▶石川労働局からのお知らせ

（R6.12）

フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート！
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月1日施行

この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化と
②フリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的としています。



非正規雇用労働者の基本給の賃金規

定等を３％以上増額改定し、その規

定を適用させた場合に助成します。

パートタイム労働者など非正規雇用

労働者の賃金引上げが対象です。

最低賃金引上げの支援策
～最低賃金改定前の申請をご検討ください～

業務改善助成金 検 索

キャリアアップ助成金
（賃金規定等改定コース）

業務改善助成金

事業場内最低賃金を引き上げ、

設備投資等を行った中小企業に、

その費用の一部を助成します。

中小企業で働く労働者の賃

金引上げのための生産性向

上の取組が支援対象です。

キャリアアップ助成金 検 索

３％以上５％未満増額改定
した場合

５万円

５％以上増額改定した場合 ６万5,000円

賃上げコース区分 助成上限額

30円コース 30万円～130万円

45円コース 45万円～180万円

60円コース 60万円～300万円

90円コース 90万円～600万円

賃上げ＋設備投資

・賃上げと設備投資等を含む生産性向上

に資する計画を作成

・中小企業が利用できる

・助成額は、賃金の引上げ額、引上げ

労働者数等によって決まる

・設備投資等は、交付決定を受けた後

活用のポイント 活用のポイント

・賃金規定等の改定キャリアアップ計
画を作成
・中小企業と大企業が利用できる
・助成額は、1人当たり定額
・最低賃金の改定に伴う賃金規定等の
改定をした場合も助成対象

活用例

中小企業が賃金規定等を５％増額改定し、

10名の有期雇用労働者の賃上げを実施し

た場合、65万円支給されます。

30人の事業場で、事業場内最低賃金

労働者5名の時給を45円引き上げた

場合、設備投資にかかった費用に対

し最大10０万円が助成されます。

活用例

1人当たりの助成額（大企業の場合は２/３）

１事業所あたりの上限は100人分

（R６.8）

賃上げ


フリーテキスト
【資料２】



賃金規定等を改定し、非正規雇用労働者の基本給を
３％以上賃上げする場合に、キャリアアップ助成金の
「 賃 金 規 定 等 改 定 コ ー ス 」 が 利 用 で き ま す 。
※最低賃金の改定に伴う賃金規定等の改定をした場合も対象になります。

最低賃金引き上げを受けて、最低賃金引上げ幅以上に
賃上げの努力を行う場合、補助金の採択において加点
措置が得られます。

最低賃金引き上げに伴う

支援・後押しを強化しています

最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ

詳しくは次のページで

（令和６年８月時点版）

本紙は最低賃金引き上げの影響を受けた事業者様向けに厚生労働省の支援策と経済産業省・
中小企業庁の補助事業、賃上げを後押しするその他施策をご紹介するものです。具体的な情
報についてはホームページ等でご確認ください。

厚生労働省、中小企業庁では、

業務改善助成金

事業場内で最も低い時間給を一定額以上引き上げ、生
産性向上等に資する設備投資等を行った場合に、設備
投資等にかかった費用の一部が助成されます。

キャリアアップ助成金

助成金と補助金を組み合わせてご利用頂くことも可能です

賃金引き上げに向けて、是非ご利用ください
※同一の補助対象（設備等）に対する重複利用は不可

I T導入補助金


フリーテキスト
【資料３】



1

＜業務改善助成金＞

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を引き上げ、設備

投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

事業内最低賃金

引き上げの計画

設備投資等の計画
機械設備、コンサルティング、

人材育成・教育訓練など

設備投資等の費

用の一部を助成
計画の承認
と実施

対象となる事業者

• 中小企業・小規模事業者であること

• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

活用例

• 地域別最低賃金が935円

• 事業場内最低賃金を940円から1000円にUP

→事業場内最低賃金が940円なので助成率は4/5

• 労働者７人の最低賃金引上げを実施

→60円コース・７人以上の区分で

助成上限額は230万円

助成率

事 業 場 内 最 低 賃 金 額 助 成 率

900円未満 9/10

900円以上950円未満 ４/５(9/10)

950円以上 ３/４(4/5)

助成対象経費の例

機器・設備
の導入

• POSレジシステム導入による在庫
管理の短縮

• リフト付き特殊車両の導入による
送迎時間の短縮

経営コンサ
ルティング

国家資格者による、顧客回転率の向上
を目的とした業務フロー見直し

その他 顧客管理情報のシステム化※（ ）内は生産性要件を満たした事業場

助成上限額

引上げ
労働者数

引上げ額

30円コース
（30円以上）

45円コース
（45円以上）

60円コース
（60円以上）

90円コース
（90円以上）

１人 30万円（60万円） 45万円（80万円） 60万円（110万円） 90万円（170万円）

２～３人 50万円（90万円） 70万円（110万円） 90万円（160万円） 150万円（240万円）

４～６人 70万円（100万円） 100万円（140万円） 150万円（190万円） 270万円（290万円）

７人以上 100万円（120万円） 150万円（160万円） 230万円 450万円

10人以上※ 120万円（130万円） 180万円 300万円 600万円

問合先 業務改善助成金コールセンター：0120-366-440

申請先 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

※10人以上の上限区分は特例事業者（詳細は業務改善助成金ウェブサイト参照）のみ対象。

※（ ）内の助成上限額は事業場規模30人未満の事業者のみ対象。

（設備投資費用が300万円の場合…）

300万円×4/5＝240万円
→助成上限額230万円を超えているた

め、230万円支給

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ

計画と設備投資等の計画を立て、（工場や事務所などの労働

者がいる）事業場ごとに申請いただきます。

別々に

申請
工場A 店舗B

※ 一部事業者は対象経費の特例を受けることができる可能性

がございます。（詳細は業務改善助成金ウェブサイト参照）



＜キャリアアップ助成金＞

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の
正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成します。

対象となる方

雇用保険適用事業所ごとに

「キャリアアップ計画」を

作成し、その計画に基づき、
右の❶～❻までのいずれか

を実施した事業主。

❶正社員化コース

❷障害者正社員化コース

❸賃金規定等改定コース

❹賃金規定等共通化コース

❺賞与・退職金制度導入コース

❻社会保険適用時処遇改善コース

支援内容

有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を3%

以上増額改定し、その規定を適用した事業主に対して、

右記の額の助成を行います。

３％以上５％未満増額改定
した場合

５万円

５％以上増額改定した場合 ６万5,000円

※賃金規定等改定コースの場合

⚫ １年度１事業所当たり100人までは、複数回の申請ができます。
⚫ 職務評価を行ったうえで賃金規定等を改定した場合は、助成額の加算が受けられます。
⚫ 中小企業以外の場合、助成額は上記の2/3程度となります。
⚫ 最低賃金の改定に伴い、新最低賃金を下回ることとなる等級についてのみ賃金規定等を増額改定した

場合も、助成対象になります。ただし、各都道府県の新最低賃金の公示日以降、発効日の前日までに

賃金規定等の増額改定を行う必要があります。

問合先 都道府県労働局

最低賃金の引き上げに伴い、被用者保険の適用になり手取り収入が減らないよう就業調整をする

労働者はいらっしゃいませんか？新たに被用者保険を適用するとともに、労働者の収入を増加させる

取組を行う事業主に対して助成する仕組みができました。
詳 し く は こ ち ら

社会保険適用時処遇改善コースの新設

(R5.10～)

□事業概要：業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策のための

ITツール等の導入を支援します。

□補助上限：最大450万円

□補助率：１／２～４／５

□賃上げ加点：給与支給総額を年率平均1.5％増加させることに加え、

「事業場内最低賃金を地域別最低賃金＋50円以上の水準にすること」を

更なる加点要素とします。

問合先

＜IT導入補助金＞

サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター：0570-666-376

↓現在の公募要領はこちら

□事業概要：構造的な人手不足の解決に向けて、カタログから選ぶ簡易で即効性のある

省力化投資を支援します。

□補助上限：最大200～1,000万円（従業員数による）

更に一定の賃上げで、上限額を最大300～1,500万円に引き上げ

□補助率：1/2以下

・中小企業省力化投資補助金

中小企業省力化投資補助事業 コールセンター : 0570-099-660問合先

詳 し く は こ ち ら

＜賃上げを後押しするその他施策＞



・よろず支援拠点

＜働き方改革や経営改善に向けた相談先＞

経営革新支援

経営上のあらゆるお悩みの相談に対応します！お気軽にご連絡ください。

◆売上拡大のための解決策を提案します。

◆資金繰りや事業再生等に関する経営改善のための経営相談に応じます。

◆地域の支援機関とのネットワークを活用して、経営課題に応じて的確な

支援機関等を紹介します。

経営改善支援 ワンストップサービス

社労士等の労務管理の専門家が
会社の「働き方改革」や賃金引上げを無料で支援します！

各都道府県の働き方改革推進支援センター

コンサルティング

◆専門家が来所・電話・メールによる相談を承ります。

◆専門家が会社への訪問、またはオンラインによるコンサルティングを実施します。

◆企業の取組事例や労働関係助成金の活用方法等に関する、

働き方改革セミナーを開催しています。

セミナー開催

・働き方改革推進支援センター

問合先 各都道府県のよろず支援拠点

相談支援

問合先

（R6.８)

□概要：事業者が一定率以上の賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を
法人税などから税額控除できる制度です。

【令和６年４月１日以降に開始する事業年度に適用を受けたい場合※】

※令和６年３月31日以前に開始された事業年度に適用を受けたい場合は、
制度の内容が異なりますので、ご留意ください。

・賃上げ促進税制

全企業・中堅企業
全雇用者の給与等支給額の
増加額の最大35％を税額控除

中小企業
全雇用者の給与等支給額の
増加額の最大45％を税額控除

税制サポートセンター
全企業・中堅企業向け税制 : 0570-078-117
中小企業向け税制 ：03-6281-9821

問合先

詳しくは▼



 

 

 

 

➀ 業務改善助成金 
問い合わせ先：業務改善助成金コールセンター 電話：0120-366-440（平日 8:30～17:15） 

又は都道府県労働局雇用環境・均等部（室） 

事業場内で最も低い時間給（事業場内最低賃金）を一定額以上引上げ、生産性向上に資する設備投

資等（機械設備の導入、人材育成・教育訓練や国家資格者によるコンサルティング）を行う中小企業・

小規模事業者に、その設備投資等に要した費用の一部を助成する制度です。一定の要件を満たすと、

助成上限額・助成率・助成対象経費の特例的な拡充が受けられます。 

 

 

 

 
② キャリアアップ助成金 

問い合わせ先：都道府県労働局又はハローワーク 
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャ

リアアップを促進するため、正社員化、賃金引上げ等の処遇改善の取組を実施した事業主に対して助

成します。なお、キャリアアップ助成金については、徹底が求められている同一労働同一賃金に取り

組む際やいわゆる「年収の壁」を意識した働き方への対応に取り組む際にも活用することができます。 

 

 
③ 中小企業向け賃上げ促進税制 

 問い合わせ先：中小企業税制サポートセンター 
 青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で賃金引上げを行った場合、

その増加額の一定割合を法人税額（個人事業主は所得税額）から控除できる制度です。 

 

 

 

 
④ 企業活力強化貸付（働き方改革推進支援資金） 

 問い合わせ先：日本政策金融公庫 電話：0120-154-505 
事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者に対し

て、設備資金や運転資金を低金利で融資します。 

 

 

 

 
 
 
⑤ 固定資産税の特例措置 

 問い合わせ先：＜先端設備等導入計画の作成等について＞先端設備等の導入先の市町村先端設備等導入計画担当課 

＜税制について＞中小企業税制サポートセンター 固定資産税等の軽減相談窓口  

電話：03-6281-9821(平日 9:30～12:00、13:00～17:00) 

＜制度について＞中小企業庁 技術・経営革新課（イノベーション課） 電話：03-3501-1816 
中小企業等経営強化法に基づき、市町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に従って取得し

た設備に対して、地方税法において償却資産に係る固定資産税の特例措置を講じることで、設備投資

による生産性向上や賃上げに取り組む事業者を後押しします。 

 

 

 

⑥ 中小企業等経営強化法（経営力向上計画） 

 問い合わせ先：経営力向上計画相談窓口 中小企業庁企画課  

電話：03-3501-1957(平日 9：30～12：00、13：00～17：00) 

中小企業・小規模事業者等による経営力向上に関する取組を支援します。事業者は事業分野指針等

に沿って「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けることができます。認定された事業者は、税

制や金融支援等の措置を受けることができます。 

 

 

 
 

最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者
への支援施策 

 

検索 キャリアアップ助成金 

検索 賃上げ促進税制 

検索 業務改善助成金 

検索 働き方改革推進支援資金 

検索 先端設備等導入計画 

検索 経営力向上計画 

１．賃金引上げに関する支援 

２．生産性向上に関する支援 


フリーテキスト
【資料４】



 

⑦ 中小企業等経営強化法に基づく法人税の特例（経営強化税制） 

 問い合わせ先：中小企業税制サポートセンター 

 電話：03-6281-9821（平日 9:30～12:00、13:00～17:00） 

中小企業等経営強化法に基づいて、経営力向上計画を作成し、主務大臣の認定を受け、計画に記載

されている一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の 10%

（資本金 3,000 万円超１億円以下の法人は７%）の税額控除を選択適用することができます。 

 

（⑥と同じ） 

 

 

⑧ 中小企業省力化投資補助金 

 問い合わせ先：中小企業省力化投資補助事業 コールセンター 

電話：0570-099-660（9:30～17:30／月曜～金曜（土・日・祝日除く）） 

人手不足に悩む中小企業等のため、省力化投資に関して、カタログから選ぶような汎用製品の導入

について、即効性ある支援を行います。 

 

 

 

⑨ ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 

 問い合わせ先：ものづくり補助金事務局サポートセンター  

電話：050-3821-7013（10:00～17:00 土日祝日及び 12/29～1/3 を除く） 

生産性向上に資する革新的な製品・サービス開発、生産プロセス等の省力化を行う中小企業・小規

模事業者等の設備投資等の経費の一部を支援します。 

 

 

 
⑩ 小規模事業者持続化補助金 

 問い合わせ先：＜商工会の管轄地域で事業を営む方＞全国商工会連合会  

問合せ先は所在地によって異なるため、URL をご参照ください。 

https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/ 

＜商工会議所の管轄地域で事業を営む方＞ 電話：03－4330－3480 
小規模事業者が経営計画を作成し、その計画に沿って行う販路開拓等

の取組を支援します。 
 

 

 

⑪ サービス等生産性向上 IT 導入支援事業費補助金 

 問い合わせ先：サービス等生産性向上 IT 導入支援事業事務局 

電話：0570－666－376 

中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化や DX 等に向けた IT ツ

ール（ソフトウェア、アプリ、サービス等）の導入を支援します。 

 

 

 

⑫ 事業承継・引継ぎ補助金 
問い合わせ先：事業承継・引継ぎ補助金事務局 

（経営革新事業）： 050-3000-3550 

（専門家活用枠/廃業・再チャレンジ枠）：050-3000-3551 

事業承継・M&A 後の経営革新（設備投資や販路開拓等）に係る費用、M&A 時の専門家活用に係る

費用、事業承継 M&A に伴う廃業等に係る費用（原状回復費等）を支援します。 

 

 

 
 
 

⑬ 下請適正取引等の推進のためのガイドライン 

 問い合わせ先：中小企業庁取引課 電話：03-3501-1669 

親事業者と下請事業者との望ましい取引関係を構築するために、業種別の下請適正取引等の推進の

ためのガイドライン（下請ガイドライン）を策定しています。 

 

 

 

 

検索 経営強化税制 

検索 ものづくり補助金 

検索 持続化補助金 

検索 IT 導入補助金 

検索 パートナーシップ構築宣言 

（商工会地区） （商工会議所地区） 

検索 事業承継・引継ぎ補助金 

検索 下請ガイドライン 

３．下請取引の改善・新たな取引先の開拓に関する支援 

検索 省力化補助金 



⑭ パートナーシップ構築宣言 

 問い合わせ先： ＜「宣言」の内容について＞ 中小企業庁企画課 電話：03-3501-1765 

＜「宣言」の提出・掲載について＞（公財）全国中小企業振興機関協会 電話：03-5541-6688 
下請中小企業振興法における「振興基準」を遵守することを明記し宣言することで、発注者側によ

る受注者側への「取引条件のしわ寄せ」防止を促し、下請取引の適正化を後押ししています。また、

宣言した企業の取組を「見える化」するため、「宣言」をポータルサイトに掲載しています。 

 

 

 

⑮ 労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針 

 問い合わせ先： 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部  

企業取引課 優越的地位濫用未然防止対策調査室 電話：03-3581-3378 
労務費の上昇を取引価格に適切に転嫁し、中小企業が賃上げの原資を確保できるようにするため、

発注差・受注者がとるべき行動指針・取組事例をまとめています。 

 

 

 
⑯ 官公需法に基づく「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」 

問い合わせ先： 中小企業庁取引課 電話：03-3501-1669 
「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」において、最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直

しについて定めています。 

 

 

 

⑰ 官公需情報ポータルサイト 

 問い合わせ先： 中小企業庁取引課 電話：03-3501-1669 
国等及び地方公共団体がホームページ上で提供している入札情報を自動巡回システムにより収集

し、入札情報を一括して検索・入手できる「官公需情報ポータルサイト」を運営しています。 

 

 

 

 
 
 
 

⑱ セーフティネット貸付制度 

 問い合わせ先：日本政策金融公庫（日本公庫） 電話：0120-154-505 

沖縄振興開発金融公庫（沖縄公庫） 電話：098-941-1795 

一時的に売上減少等業況が悪化しているが、中長期的には回復が見込まれる中小企業・小規模事業

者の皆様は融資を受けることができます。 

 

 

 

 

⑲ 小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資） 

 問い合わせ先： 事業所の所在する地区の商工会・商工会議所 

日本政策金融公庫（沖縄振興開発金融公庫）の本支店 
小規模事業者に対して、経営改善のための資金を無担保・無保証人・低金利で融資します。 

 

 

 

  
 

 
 
 
 

⑳ 建設事業主等に対する助成金 
問い合わせ先：都道府県労働局又はハローワーク 

中小建設事業主等が建設労働者の雇用の改善、技能の向上等の取組を行う場合に、助成金（「人材開

発支援助成金」、「人材確保等支援助成金」、「トライアル雇用助成金」）を支給します。 

 

 

 

 

検索 官公需基本方針 

検索 官公需ポータルサイト 

検索 セーフティネット貸付 

検索 マル経融資 

検索 建設事業主等に対する助成金 

４．資金繰りに関する支援 

５．その他、雇用（人材育成）に関する支援 

検索 価格転嫁指針 



㉑ 人材確保等支援助成金 
 問い合わせ先：都道府県労働局又はハローワーク 
事業主や事業協同組合等が、魅力ある職場づくりのために、労働環境の向上等の取組により従業員

の職場定着の促進等を図った場合に助成します。 

 

 

 

 

㉒ 地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース） 

 問い合わせ先：都道府県労働局又はハローワーク 
雇用情勢が厳しい地域等において、事業所を設置・整備し、その地域に居住する求職者等を雇い入

れた事業主に助成します。 

 

 

 

 

㉓ 人材開発支援助成金 
問い合わせ先：都道府県労働局又はハローワーク 

従業員に対して計画に沿って訓練を実施した場合や、教育訓練休暇等制度を導入し、その制度を

従業員に適用した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成します。 
 

 

 

 
 
 

㉔ よろず支援拠点 
問い合わせ先：各都道府県のよろず支援拠点 

中小企業・小規模事業者等が抱える様々な経営課題に無料で相談対応するワンストップ窓口とし

て、各都道府県に「よろず支援拠点」を設置しています。 

 

 

 

 

㉕ 下請かけこみ寺 
問い合わせ先：（公財）全国中小企業振興機関協会 

各都道府県の下請かけこみ寺 電話：0120-418-618 

中小企業・小規模事業者の皆さんが抱える取引上の悩み相談を受け付けております。問題解決

に向けて、相談員や弁護士がアドバイスを行います。 

 

 

 

 

㉖ 働き方改革推進支援センター 
問い合わせ先：全国の働き方改革推進支援センター  

全国 47 都道府県に設置されている「働き方改革推進支援センター」では、中小企業・小規模事業

者の皆さまの働き方改革の取組を支援することを目的として、労務管理の専門家が無料で、時間外労

働の上限規制や同一労働同一賃金、賃金引上げ、その他働き方改革を広く支援する取組に関する個別

相談やコンサルティングを実施しています。ぜひご活用ください。 

 

 

㉗ 中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポ plus」 
問い合わせ先：ミラサポ plus コールセンター 電話：050-5370-4340 

中小企業・小規模事業者の皆さまを対象とした様々な支援施策（制度）をより「使ってもらう」こ

とを目指した中小企業・小規模事業者向け補助金・総合支援サイトです。支援制度等の活用事例を簡

単に検索でき、電子申請までサポートします。 

 

 

 

検索 人材開発支援助成金 

検索 地域雇用開発助成金 

検索 よろず支援拠点 

検索 下請かけこみ寺 

６．相談窓口 

各都道府県労働局の問い合わせ先：厚生労働省ＨＰホーム＞厚生労働省について＞所在地案内＞ 

               都道府県労働局（労働基準監督署、公共職業安定所）所在地一覧 

（2024.8） 

検索 働き方改革 特設サイト 

検索 ミラサポ plus 

検索 人材確保等支援助成金 



　石川県特定（産業別）最低賃金額の推移　（平成27～令和６年度）　石川労働局　【参考】

Ｎｏ
平成

27年度
平成

28年度
平成

29年度
平成

30年度
令和

元年度
令和

２年度
令和

３年度
令和

４年度
令和

５年度
令和

６年度

849円 863円 880円 900円 920円 922円 946円 971円 1,000円 1,040円

13円 14円 17円 20円 20円 2円 24円 25円 29円 40円

1.56% 1.65% 1.97% 2.27% 2.22% 0.21% 2.60% 2.64% 2.98% 4.00%

H27.12.31 H28.12.31 H29.12.31 H30.12.31 R元.12.31 R3.1.10 R3.12.31 R4.12.31 R5.12.31 R6.12.31

849円 863円 880円 900円 920円 922円 946円 971円 1,000円 1,040円

13円 14円 17円 20円 20円 2円 24円 25円 29円 40円

1.56% 1.65% 1.97% 2.27% 2.22% 0.21% 2.60% 2.64% 2.98% 4.00%

H27.12.31 H28.12.31 H29.12.31 H30.12.31 R元.12.31 R3.1.10 R3.12.31 R4.12.31 R5.12.31 R6.12.31

795円 810円 826円 847円 868円 870円 896円 923円 963円 1,008円

14円 15円 16円 21円 21円 2円 26円 27円 40円 45円

1.79% 1.89% 1.98% 2.54% 2.47% 0.23% 2.98% 3.01% 4.33% 4.67%

H27.12.31 H28.12.31 H29.12.31 H30.12.31 R元.12.31 R2.12.31 R3.12.31 R4.12.31 R5.12.31 R6.12.31

800円 811円 820円 840円 860円 865円 890円 915円 950円 994円

10円 11円 9円 20円 20円 5円 25円 25円 35円 44円

1.27% 1.38% 1.11% 2.44% 2.38% 0.58% 2.89% 2.80% 3.82% 4.63%

H27.12.31 H28.12.31 H29.12.31 H30.12.31 R元.12.31 R2.12.31 R3.12.31 R4.12.31 R5.12.31 R6.12.31

745円 758円 782円 782円 782円 782円 782円 782円 782円 782円

10円 13円 24円 ※2 (806円) ※2 (832円) ※2 (833円) ※2 (861円) ※2 (891円) ※2 (933円) ※2 (984円)

1.36% 1.74% 3.17% - - - - - - -

H27.12.31 H28.12.31 H29.12.31 - - - - - - -

※1　「石川県綿紡績、化学繊維紡績、毛紡績、その他の紡績、染色整理、綱、漁網、網地製造業最低賃金」

　　➔ H30年度以降R６年度までは改正決定することの必要性が認められず（改正なし）

※2　石川県最低賃金の金額の方が高いため、石川県最低賃金（括弧内の時間額）が適用されます。

1

2

3

4

―

　　最低賃金

一般機械

時間額

引上額

引上率

発効年月日

電気機械

時間額

引上額

引上率

発効年月日

自動車

時間額

引上額

引上率

発効年月日

発効年月日

百貨店

時間額

引上額

引上率

発効年月日

時間額

引上額

引上率

 

紡績
（ ※1）

特定


